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平成 30 年 5 ⽉８⽇ 
⽇本原⼦⼒発電（株） 

 
雑固体廃棄物に係る東海発電所との共用設備について 

 
雑固体減容処理設備 平成１５年 ，雑固体廃棄物焼却設備は昭和５７年  東海第二発

電所、東海発電所の共用設備として許可を受け、両発電所で発⽣した雑固体廃棄物を処理   
る。 

⼀⽅，雑固体減容処理，焼却処理に伴って発⽣する放射性液体廃棄物及び放射性気体廃棄
物 放出経路      排気筒 排気⼝及 復⽔器冷却⽔放⽔路  放射性物質 濃度 確認
しながら排出することを設置許可に明記し許可を得ていることから，これらの設備を共用することは明確
になっている。しかしながら，上記設備を共用することを，より明確化するため，雑固体減容処理設
備 雑固体廃棄物焼却設備  処理 伴  発⽣  放射性液体廃棄物及び放射性気体廃棄物
 放出経路及 放射性物質濃度確認 係    は、共用設備である旨を追記する。 

また，線量評価     雑固体減容処理設備、雑固体廃棄物焼却設備ともに，放出される放
射性物質が微量   ，線量評価結果値 他 放射性気体廃棄物   放射性液体廃棄物   
線量評価結果 ⽐ ⼗分 ⼩  無視       ，線量目標値評価指針 基 く添付書類九の
線量評価  加算       

 
１．放射性液体廃棄物 

東海第二発電所の設置許可本文及び添付書類八には以下を記載しており、東海第二発電所
及 東海発電所 廃棄物 雑固体減容処理設備 処理  処理 伴  発⽣  排ガス洗浄廃
液を排  洗浄廃液処理系 導 ，放射性物質 濃度 確認した上で復⽔器冷却⽔放⽔路から
放出することについて許可を得ている。 

    雑固体減容処理設備を東海発電所と共用すること（参考１，４） 
   ・液体廃棄物処理 伴  発⽣  排ガス洗浄廃液は排  洗浄廃液処理系 導 ，放射性

物質 濃度 確認  上 復⽔器冷却⽔放⽔路 放出    （参考２，５） 
なお，東海発電所の設置許可本文においても，雑固体減容処理設備は東海第二発電所と共

用する旨を記載している。（参考１０） 
 
２．放射性気体廃棄物 

東海第二発電所の設置許可本文及び添付書類八には以下を記載しており、東海第二発電所
及び東海発電所の廃棄物を雑固体減容処理設備、雑固体廃棄物焼却設備 処理  処理 伴
って発⽣する排ガスを放射性物質 濃度 確認    廃棄物処理建屋排気筒及 排気筒  放
出することについて許可を得ている。 

   ・雑固体廃棄物焼却設備及 雑固体減容処理設備 東海発電所 共用    （参考１，４） 
   ・雑固体廃棄物焼却設備の排ガスは、放射性物質 濃度 確認    廃棄物処理建屋排気

⼝から放出すること（参考３，６） 
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   ・雑固体減容処理設備からの排ガスは、放射性物質 濃度 確認    排気筒から放出するこ
と（参考３，６） 

なお，東海発電所の設置許可本文においても，雑固体減容処理設備、雑固体廃棄物焼却設
備は東海第二発電所と共用する旨を記載している。（参考１０） 

 
３．線量評価 

東海第二発電所の設置許可添付書類九では、東海第二発電所、東海発電所の通常運転に伴
い発⽣ ，⼀般公衆  線量評価 ⼤  影響  放射性液体廃棄物（主要核種）及び放射
性気体廃棄物（希ガス、よう素）   線量評価値 合算   線量評価を実施している。 

共用設備である雑固体減容処理設備 雑固体廃棄物焼却設備   放出放射能量 微量 
あり，線量評価結果値 他 放出放射能   線量評価結果 ⽐ ⼗分 ⼩  無視できることか
 ，線量目標値評価指針 基  線量評価  加算していない。（参考７，８，９） 

以上 
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参考資料 
 

参考１（東海第二発電所 設置許可 本文） 

 

参考２（東海第二発電所 設置許可 本文） 

 

参考３（東海第二発電所 設置許可 本文） 

 

参考４（東海第二発電所 設置許可 添付書類八） 
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参考５（東海第二発電所 設置許可 添付書類八） 

 

参考６（東海第二発電所 設置許可 添付書類八） 

 

 

参考７（東海第二発電所 設置許可 添付書類九） 
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参考８（東海第二発電所 設置許可 添付書類九） 

 

参考９（東海第二発電所 設置許可 添付書類九） 

 

参考１０（東海発電所 設置許可 本文） 

 可燃性の雑固体廃棄物は，圧縮減容し，ドラム缶に詰める等，放射性物質が飛散

しないような措置を講じて貯蔵保管するか，東海第二発電所と共用の雑固体廃棄物

焼却設備で焼却し，焼却灰は不燃性の雑固体廃棄物として処理する。 

 不燃性の雑固体廃棄物は，圧縮可能なものは圧縮減容し，必要に応じて東海第二

発電所と共用の雑固体減容処理設備で溶融・焼却した後，ドラム缶等に詰めて貯蔵

保管するか，固型化材（モルタル）を充填してドラム缶内に固型化し貯蔵保管す

る。 
 


